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動物実験・組換え DNA 実験 Web 申請・審査システム 

構築運用業務仕様書 

１ 目的 

本業務は、公立大学法人福島県立医科大学（以下、「本学」という。）において実施

される動物実験及び組換え DNA 実験の実施に係る審査申請及び各審査委員会の審査

意見業務を行う申請・審査システム（以下、「システム」という。）の構築を目的とす

る。 

２ 件名 

動物実験・組換え DNA 実験 Web 申請・審査システム構築運用業務 

３ 委託期間 

(1) システム構築期間 契約締結日から令和７年３月 31 日

(2) システム運用期間 システム構築後から。なお、運用期間は年度毎に保守委託契

約を締結する。 

４ 業務概要 

(1) 動物実験・組換え DNA 実験 Web 申請・審査システムの制作（環境構築、運用テス

トを含む）

(2) 操作マニュアル（システム利用者用、管理者用）の作成、操作研修

(3) システムの保守及び運用（サポート窓口の設置を含む）

５ システム開発及びシステム維持管理上の要件 

(1) システム開発・維持管理の実績

国立大学ならびに公的な医学系研究機関における、動物実験もしくは遺伝子組換

え実験に係わるシステムの開発および維持管理業務に関して、5 件以上の実績を有

すること。 

(2) スケジュール

導入スケジュールについては、本学と協議し、その指示に従うこと。また、本稼動

までの作業日程の決定にあたっては、本学と別途協議すること。 

(3) 基本性能

正確性、操作性、保守性、汎用性及び拡張性に十分配慮すること。また、エンドユ

ーザである本学の教職員にとって、合理的な入力画面、迅速な応答、分り易い入力支

援に十分な配慮がなされていること。 

（別紙1）
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(4) 追加提案 

本仕様書に定めのない内容であっても、本システムの目的に合致すると思われる

機能等の企画がある場合は、積極的に提案を行うこと。なお、契約上限額の範囲内で

有効な企画があれば提案を採用する。 

 

６ システム要件 

(1) システムを１つのパッケージシステムで提供できること。 

(2) システム構築時における最新の OS、WEBブラウザに対応すること。 

 

７ システム構成 

(1) システム基盤 

  次のいずれかによりシステムを構築すること。 

ア 受注者がシステム基盤を用意し、クラウド方式で提供する。 

イ 受注者は本学が提供するシステム基盤を用いてシステム構築を行い、システム

を提供する。 

(2) サービス提供基盤 

ア サーバー 

 サーバーはインターネットを通じてアクセスできること。システムを運用する

ために、以下の要件を満たすこと。ただし、７(1)アにより構築する場合はこの限

りではない。 

ア） オペレーティングシステム：RHEL8 

イ） Web サーバー：Apache 

ウ） リレーショナルデータベース：MariaDB 

エ） 日次定時に、アプリケーション・データベース・サーバーのデータをバッ

クアップ用ストレージに保存すること。 

オ） ログは、指定した期間ごとにローテートし、履歴を残すこと。 

イ クライアント 

ア） インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマートフォン等通

信機器。 

イ） Windows や MacOS においてはサポートされている EDGE、Chrome、Firefox、

Safari などの一般的な WEB ブラウザにより利用可能とすること。 

ウ  文字コード 

 システムの文字コードは、Unicode（UTF-8）に対応していること。 

エ セキュリティ 

ア） 不要なポートは閉じること。 

イ） 不要なサービスは動作させないこと。 
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ウ） ファイル転送がある場合は SFTP を使用すること。 

エ） ウィルス対策ソフトを導入し、リアルタイム監視を行うこと。 

オ） 時刻同期を実施すること。 

 

８ 機能要件 

システムに求める機能概要は以下のとおり。 

(1) 基本要件 

ア システム管理、認証及び権限 

ア） ユーザーＩＤ及びパスワードを利用してシステムにログインできること。ま

た、システム内の情報にアクセスする場合、必ずログインを必要とする仕組

みを有すること。 

イ） 以下の内容をユーザー情報とし、ユーザー登録を行うことができること。な

お、メールアドレスは、複数ユーザーで重複して同じものを登録することを

禁止する。 

① 氏名 

② ふりがな 

③ メールアドレス 

④ 所属 

⑤ 職名 

⑥ パスワード 

⑦ 権限 

⑧ 安全講習受講歴 

ウ） ユーザー毎に利用権限を設定できる機能を有すること。また、権限は以下の

5種類に対応でき、一人のユーザーが複数の権限を所持できること。 

① システム管理者 

② 申請者 

③ 所属長 

④ 確認担当委員 

⑤ 委員（委員長含む） 

⑥ 事務局 

エ） 各種権限はシステム管理者または事務局が任意のユーザーに付与すること

ができること。 

オ） 事務局権限においては、ユーザー登録、ユーザー削除、登録済みユーザー情

報の変更が個別または一括にて登録できること。 

カ） 申請書に対して、アクセス権限を設定でき、申請書作成者は任意のユーザー

にこれらの権限を付与することができること。 
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キ） 機能不全が生じた場合に、最短で復帰できるようなバックアップ体制が構築

できること。 

ク） リモートアクセスにより、メンテナンスを行えること。 

ケ） 不正アクセス防止等のセキュリティ体制が万全であること。 

コ） クライアントとサーバー間の通信プロトコルは HTTPS とすること。 

イ ワークフロー 

別添資料１「審査フロー」のワークフローに対応できること。 

ウ 編集・出力・印刷 

ア） 下書き機能により、提出前の申請書を一時的に保存できること。また、途中

から作業を再開できること。 

イ） 下書きの申請書については、申請者から削除ができること。 

ウ） システム管理者及び事務局からは、下書きの申請書以外の全ての申請書の編

集が行えること。 

エ） 複数人が同時に作業することを想定し、同時入力にも対応できること。 

オ） 一時的に保存した情報を利用して、権限によって、当初の作成者以外の者が

引き続き編集できること。 

カ） 過去の申請書を元に、申請書の情報を再利用できるコピー機能を有すること。 

キ） 入力項目ごとに、必須入力や条件を指定することができ、記入漏れ及び入力

条件を満たしていない項目がある場合は申請を受け付けず、修正を促す旨の

メッセージを表示する機能を有すること。 

ク） 申請書として出力及び印刷できる機能を有すること。なお、出力及び印刷の

帳票は別添資料２「対応様式一覧」を参考とし、本学担当者と相談の上作成

すること。 

ケ） 申請書及びユーザー情報の検索機能を有すること。 

コ） 検索機能で表示した一覧表を、MicrosoftExcel で編集可能なデータとしてダ

ウンロードできること。 

エ その他 

本システム導入後、必要に応じて機能拡張ができること。 

 

(2) 審査・申請管理機能要件 

ア 基本要件 

ア） 審査機能 

① ワークフロー上の各権限所持者は、指摘事項をコメントとして付すことがで

きること。 

② 添付ファイルを対象とした指摘事項及び承認条件を付すことができるよう、

前項とは別に自由記述でコメントができる機能を有すること。 
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③ 審査においては承認条件を入力でき、審査担当者が相互に確認できる機能を

有すること。 

④ 事務局は研究課題の閲覧画面の申請一覧から申請を選択して、その申請書の

受付及び受付解除（申請者への差戻し）ができること。また、受付時に審査

の種類（全委員による委員会審査、委員を選択した簡便審査）を選択できる

こと。 

⑤ 受付時に委員を選択した簡便審査に振り分けられた申請について、審査を担

当する委員を指定し審査依頼を行うと指定した委員に審査依頼がなされる

こと。 

⑥ 事務局が委員会等の審査結果（承認、不承認等）と審査内容を入力すること

で、審査結果通知が自動生成されること。 

イ） 修正機能 

修正指示を受け申請者が修正した場合は、修正履歴又は修正箇所を文字色の

変更やハイライト等により表示する等、審査担当者に分かりやすく表示する機

能を有すること。 

ウ） 通知機能 

① 申請書の提出又は承認等の処理ごとに、指定されたメールが自動的に関係者

に配信されること。 

② 申請書の承認期限（実験終了期限）が近づくと、申請者に対して自動的に通

知メールを送信すること。 

エ） 安全講習受講者管理機能 

① 安全講習受講者を管理する機能を有すること。 

② 安全講習受講日から任意の期間が経過したユーザーに対して、講習期限切れ

を自動通知する機能を有すること。 

③ 実験従事者の安全講習受講日が期限切れとなっている場合、申請書の提出を

制限する機能を有すること。 

オ） その他機能 

① 各申請に添付資料を容易に貼り付けることができること。 

② 上記①の添付資料が、ブラウザ上で表示できる画像ファイルの場合は、申請

書と一括して印刷できること。 

③ 申請書や関連する資料・添付ファイル等の申請書一式に対するアクセスには、

認証を必要とする URL リンクを有すること。利用形態としては、URL リンク

を関係者にメールして、関係者は URL リンクを参照することで直接申請書

を確認することが可能となる。 

④ システム管理者及び事務局からはお知らせを登録することができること。な

お、お知らせは告示期間の設定に対応し、告示期間後のお知らせについては



6 

 

自動的に非表示となるようにすること。 

 

イ 動物実験申請管理機能 

ア） 動物実験の新規申請、変更・継続申請、終了・中止報告の申請データについ

て、履歴を含めて管理できること。 

イ） 入力画面は本学担当者と相談の上作成すること。なお、システムにて対応を

要する申請等は以下のとおりとする。 

① 新規申請 

② 変更申請 

③ 継続申請 

④ 終了・中止報告 

ウ） 変更申請又は継続申請の場合は、変更元の申請書を検索又は選択することで、

変更元の承認年月日、変更元の承認番号を自動的に引き継ぐ機能を有するこ

と。また、変更元となる申請書のデータを初期値として表示し、そこから変

更申請等を提出することができること。 

エ） 変更申請又は継続申請の場合は、変更元の申請は上書きせず変更前の申請書

を保持すること。 

オ） 変更申請又は継続申請の場合は、変更前後の情報を表示し、自動的に変更箇

所の文字色やハイライト等を変更する等、審査担当者に分かりやすく表示す

る機能を有すること。 

カ） 継続申請の場合は、研究期間の登録のみができるようにすること。 

キ） 各申請データと報告書等、他の帳票との間で相互利用ができること。 

ク） 申請書に承認番号を自動的に付与できること。更新された場合、旧承認番号

との紐付けができること。 

ケ） 遺伝子組換え動物を使用する場合は、組換え DNA 実験の承認状況を参照し、

関連する組換え DNA 実験計画の承認後でなければ審査申請できないよう制限

する機能を有すること。 

 

ウ 組換え DNA 実験申請管理機能 

ア） 組換え DNA 実験の新規申請、変更・継続申請、終了・中止報告の申請データ

について、履歴を含めて管理できること。 

イ） 入力画面は本学担当者と相談の上作成すること。なお、システムにて対応を

要する申請等は以下のとおりとする。 

① 新規申請（ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る実

験計画を含む） 

② 変更申請 
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③ 継続申請 

④ 終了・中止報告（ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に

係る実験計画を含む） 

ウ） 変更申請又は継続申請の場合は、変更元の申請書を検索又は選択することで、

変更元の承認年月日、変更元の承認番号を自動的に引き継ぐ機能を有するこ

と。また、変更元となる申請書のデータを初期値として表示し、そこから変

更申請を提出することができること。 

エ） 変更申請又は継続申請の場合は、変更元の申請は上書きせず変更前の申請書

を保持すること。 

オ） 変更申請又は継続申請の場合は、変更前後の情報を表示し、自動的に変更箇

所の文字色やハイライト等を変更する等、審査担当者に分かりやすく表示す

る機能を有すること。 

カ） 継続申請の場合は、研究期間の登録のみができるようにすること。 

キ） 各申請データと報告書等、他の帳票との間で相互利用ができること。 

ク） 申請書に承認番号を自動的に付与できること。更新された場合、旧承認番号

との紐付けができること。 

 

９ システム構築 

受注者は、システムの導入にあたり、本稼働前に以下の作業を実施するものとする。 

(1) 要件・仕様打合せ・整理 

システム設計の基準を説明し、設定条件を決定する。 

(2) マスターデータの登録 

システムを使用するうえで必要な情報についてシステム登録を行う。 

(3) 動作確認・運用テスト 

システムを利用する機器（本学端末）上でシステムが問題なく動作することを確認

する。本学が動作確認や検証をした際に生じた問題点、疑問点について説明やシステ

ム上の対応を行う。 

 

１０  運用及び保守要件 

(1) システムは 24 時間 365 日稼働すること。ただし、システムのメンテナンス等を実

施する場合はこの限りではない。 

(2) システムのメンテナンスを実施するために一時的にシステムを停止する際は、事

前に本学へ周知すること。 

(3) 本学からの問合せに対し、迅速に対応を行うこと。問合せ方法は、電話又は電子

メールとする。 
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１１  成果物 

(1) システム一式 

７（1）のいずれかにより本システム一式を導入し、稼動及び安定運用のためのテ

ストを行うこと。 

システム導入ならびにシステム変更時には、変更管理の手順を明確に規定し、都

度、適切な記録保管を行った上で、適時、本学へ報告すること。 

(2) 操作マニュアル 

書面及び電子媒体にて各１部をシステム管理者に納品すること。 

ア システム利用者用マニュアル 

イ 管理者用マニュアル 

(3) 打合せ記録簿 

 

１２  その他 

(1) 関係法令の遵守 

受託者は、業務の実施にあたり関連する法令等を遵守すること。 

(2) 費用の支払い 

全ての業務が完了し、委託者が実施する検査に合格した後、受託者からの請求によ

り支払う。 

(3) 秘密保護 

委託者が個人情報・秘密と指定した事項及び業務の履行に際し知り得た秘密を第

三者に漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。 

(4) 関係機関との調整 

業務の実施上必要とする資料の収集に当たって関係機関の協力を得る場合には、

あらかじめその趣旨を本学に連絡した上でこれを行うこと。 

(5) 再委託 

本業務の一部を再委託する場合、事前に再委託範囲及び再委託業者を委託者に書

面で提示し、了承を得ること。また、受託者は、再委託先の行為について全責任を負

うこと。 

(6) 協議 

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める業務の実施に当たって疑義が生

じた場合は、双方において別途協議すること。 
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1 動物実験 対応フロー

【別添１：審査フロー】

種別 対応フロー 備考

新規申請 1-1 動物実験 新規申請 審査フロー

変更申請 1-２ 動物実験 変更・継続申請 審査フロー

継続申請

経過報告 1-3 動物実験 実施状況報告・終了・中止報告 審査フロー

終了・中止報告

1-1 動物実験 新規申請 審査フロー
学⾧申請者 所属⾧ 委員

（委員⾧含む）
委員⾧事務局

申請書作成

審査依頼受信

審査
※全委員の確認がと
れるまで1週間毎に未
確認の委員にメール
で審査を依頼する

書面による
決裁

実験開始
or不承認

取纏め依頼受信

審査取纏め

申請受信

審査依頼受信

修正

審査結果受信

申請書修正受信

チェック

チェック

チェック

受付

差戻し

差戻し

承認/不承認

差戻し受信

受理

承認/不承認

書類修正

審査結果
確認

結果通知発出結果通知受信

印刷

修正内容確認

差戻し依頼

再審査依頼

承認/不承認
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委員⾧審査担当委員

1-２ 動物実験 変更/継続申請 審査フロー

申請者 所属⾧ 事務局

申請書作成

審査

申請受信

審査依頼受信チェック

チェック

受付

差戻し

差戻し
差戻し受信

受付

学⾧

書面による
決裁印刷

承認/不承認
結果通知発出結果通知受信

審査結果
確認

審査結果受信

審査取纏め

修正

申請書修正受信

チェック

承認/不承認

書類修正

修正内容確認

審査結果受信

承認/不承認

※場合により差戻し

委員
（委員⾧を含む）

1-３ 動物実験動物実験 経過・終了・中止報告審査フロー

申請者 所属⾧ 事務局

報告書作成

報告書受信

報告書受信

報告書受信チェック

チェック

受付

差戻し

差戻し
差戻し受信

受付

学⾧

確認内容取り纏め

修正

内容確認

助言確認
必要に応じ助言

チェック

印刷

受理

受理

書面による
報告

修正内容確認
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2 組換えDNA実験 対応フロー

種別 対応フロー 備考

新規申請 ２-1 組換えDNA実験 新規・変更申請 審査フロー

変更申請

変更申請（簡易審査） ２-２組換えDNA実験 変更申請（簡易審査）・継続申請
審査フロー

継続申請

終了・中止報告 ２-3 ２組換えDNA実験 終了・中止報告 審査フロー

確認担当委員

２-1 組換えDNA実験 新規・変更申請 審査フロー
学⾧申請者 所属⾧ 委員

（委員⾧含む）
委員⾧事務局

申請書作成

審査依頼受信

審査
※全委員の確認がと
れるまで1週間毎に未
確認の委員にメール
で審査を依頼する

書面による
決裁

実験開始
or不承認

取纏め依頼受信

審査取纏め

差し戻し受審

申請受信

審査依頼受信

修正

印刷

申請書修正受信

チェック

チェック

チェック

受付

受付

差戻し

差戻し

再審査

承認

差戻し受信

チェック
受付

差戻し

承認/不承認

書類修正/再審査

チェック

審査
結果

結果通知発出

結果通知受信

回答確認

差戻し

回答
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確認担当委員

２-２組換えDNA実験 変更申請（簡易審査）・継続審査 審査フロー

申請者 所属⾧ 事務局

申請書作成

審査

審査取纏め

申請受信

審査依頼受信チェック

チェック

受付

差戻し

差戻し
差戻し受信

受付

審査
結果

学⾧

書面による
決裁印刷

承認/不承認
結果通知発出結果通知受信

差戻し

承認

学⾧

２-３組換えDNA実験 終了・中止報告審査フロー

申請者 所属⾧ 指定委員
（委員⾧含む）

事務局

報告書作成

報告書受信

チェック
受付

差戻し

差戻し受信

報告書受信

チェック

差戻し

報告書受信
受付

内容確認委員確認取纏め

助言確認

必要に応じ助言

必要に応じ修正 チェック チェック

受理

印刷
書面による

報告



【別添２】対応様式一覧

様式
番号

様式名 備考

動物実験

1 動物実験計画審査申請書（様式第１号の１） 動物実験規程第11条

2 動物実験計画書（様式第１号の２） 動物実験規程第11条

3 申請結果通知書（様式第２号の１） 動物実験規程第11条

4 動物実験（経過・中止・終了）報告書兼自己点検票（様式第３号） 動物実験規程第13条

組換えDNA実験

1 組換えＤＮＡ実験計画申請書（様式第１号） 組換えＤＮＡ実験安全管理規程第12条

2 組換えDNA実験計画書（委員会が定める様式1、2）

3 ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る実験計画書（様式第４号） 組換えＤＮＡ実験安全管理規程第12条

4 組換えＤＮＡ実験結果報告書（様式第２号） 組換えＤＮＡ実験安全管理規程第14条

5 ゲノム編集技術により得られた生物の使用等に係る実験報告書（様式第５号）組換えＤＮＡ実験安全管理規程第14条

6 遺伝子組換え生物の譲渡・提供・委託に関する情報提供書（様式第３号） 組換えＤＮＡ実験安全管理規程第21条

(1/1)
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